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（別紙）パブリックコメント結果                                          令和８年２月６日 

 

小金井市教育大綱（案）に対する意見及び検討結果について 

 

意見募集期間：令和７年１１月２０日（木）～同年１２月１９日（金） 

意見提出数：６人・１１件 

 

番号 項目 寄せられた意見 意見に対する検討結果 

１ 理念、方針 教育大綱（案）の理念「全ての子どもが、主体的に学び合い、多様性を包摂し、

創造力豊かに未来を切り拓く教育を推進するまち」、および方針②「自他の人権

を大切にして、共に生きる人の育成」に深く共感しております。 

現在、子ども 2人が不登校です。給食費無償化は大変ありがたい施策ですが、不

登校児は学校に登校していないため給食を利用できず、昼食代の負担が深刻で

す。 

杉並区や西東京市など、不登校児に給食費相当額を支給している自治体もありま

す。教育大綱の理念である「誰も取り残さない」ことを実現する観点からも、不

登校児童への支援が不可欠です。 

小金井市でも、不登校児への給食費相当額の給付制度、または柔軟な給食提供の

仕組みをご検討いただき、大綱の理念をすべての子どもたちに届けてくださいま

すようお願い申し上げます。 

不登校児の学校給食費相当額の補助

について、御意見ありがとうございま

す。 

いただいた御意見について、今後の学

校給食施策を推進する際の参考とさ

せていただきます。 

２ 理念 【該当ページ：4ページ 「理念」1. の部分】 

 

小金井市教育大綱（案）の理念 1「全ての子どもが、主体的に学び合い、多様性

を包摂し…」の考え方に賛同いたします。地域で子どもたちや保護者と接してい

ると、家庭の状況や背景がさまざまで、学習面・生活面で不安を抱えるご家庭も

少なくありません。特に、外国につながる子どもや、一人親家庭、共働きで十分

な時間が取れない家庭など、支援の入り口が分かりにくいケースをよく耳にしま

す。 

 

理念1について御賛同いただきありが

とうございます。 

理念の実現に向け、方針③でもお示し

しているとおり、地域・家庭・学校が

協働し、その子らしさを引き出す教育

の推進に一層努めてまいります。 
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理念に掲げられている「多様性を包摂する教育」を実現するためには、学校と地

域が情報を共有し、必要な支援につながりやすい体制が大切だと感じています。

放課後・休日の居場所づくり、日本語支援、学習のサポート、相談窓口の周知な

ど、具体的な取り組みが広がることで、すべての子どもが安心して学べる環境に

つながると考えます。 

 

地域の一人として子どもを見守る立場から、学校・地域・行政が連携して、多様

な家庭や子どもが取り残されない教育環境の実現を期待しております。 

３ 理念 理念１について 

子どもの様子は多様化していて、制度もいろいろ変化していて、カリキュラムは

減らない状況下での学級運営は大変だと思います。 

先生方も一生懸命取り組んでいる様子が伝わってきますが、クラスの人数が多す

ぎる。通級もキャパが足りず、必要な子が必要な時に利用できない話も聞きます。 

「僕は授業中立ち歩く罰として行かされてるんだ」と言っている子がいました。

そんなことはないのでしょうが、その言葉を聞いたとき、大人の余裕のなさを敏

感にキャッチしているのではないかと思いました。 

理念があることは素晴らしいですが、まずは理念を実現できる環境整備がきっき

ゅうの課題だと思います。 

学校環境の整備について、御意見あり

がとうございます。 

理念の実現に向け、安全で安心な学習

環境の整備・充実に取り組んでまいり

ます。 

４ 理念 理念２について 

「全ての市民」には、学齢期の子どもも当然含まれてますよね。社会教育と学校

教育が別のものではなく、学校も社会の多様な学びの一部である、というのが大

事な気がします。 

学校で子供を抱えすぎない、と言いますか、学校と社会がちゃんと地続きなら、

例えば学校に行きづらい子どもたちも、まちの中で生きやすいのではないかと思

います。 

お見込みのとおり、全ての市民には学

齢期の子どもも含まれています。方針

⑤の取組の方向性にもお示ししてい

るとおり、学校と地域が連携・協働し、

地域全体で未来を担う子どもの成長

を支える地域社会を実現できるよう

より一層努めてまいります。 

５ 方針、取組の方

向性 

昨今の不登校、いじめが多いのは、友達の作り方、他人とのつきあい方等の「社

交性」を高める教育（道徳？）がないからではないでしょうか？教育大綱の中に、

「社交性を高める」あるいは同等な意味を含めた言葉が入りませんか？ 

直接的ではございませんが、本大綱で

は、方針②「自他の人権を大切にして、

共に生きる人の育成」とし、道徳教育

をはじめとする日々の教育活動にお
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いて、子どもたちが自ら人権について

考え、他者との対話を通して多様な価

値観に触れることができる学びの充

実に取り組むこととしています。 

６ 方針、取組の方

向性 

「方針①」で「宿泊行事や英語学習」が唐突です。授業参観で、「英語学習」は

普通授業の一つに見えます。例えば「学校行事や学外学習」等では如何ですか？ 

御意見をいただきましたところにつ

いては、「日本固有の伝統文化やグロ

ーバル社会」の取組の具体的な例示と

して「宿泊行事」や「英語学習」を用

いています。 

７ 方針 教育大綱（案）P４の方針にあります 

③ 地域・家庭・学校が協働し、その子らしさを引き出す教育の推進 

④ 安全で安心な学習環境の整備・充実 

ですが、この方針をスムーズに実行するためには、各学校の校長先生が使える予

算が必要ではないでしょうか。 

 

三鷹市など周辺地域のいくつかでは、校長先生権限の予備費（費目名称は存じ上

げませんが）があるようですが、小金井市にはそれがありません。 

その結果、例えば 3小で飼っていたうさぎが子を出産して当初想定していた餌代

を上回り、その工面のために多くの方が動き回っていたようです。 

また、学校設備の故障なども、どうしても当初予算に組まれていないことについ

ては対応が遅くなっているようです。 

④の「安全で安心な学習環境」を維持するための想定外な出費に対応するだけで

あれば、1校あたり年 20万円（14校で年 280万円）程度で対応できそうですし、

③の「その子らしさ」を引き出すためにその学校独自の何らかの取り組みを試験

的に試したいというニーズまでカバーするなら、1校あたり年 50万円（14校で

年 700万円）程度あればベターかと思います。 

ご検討のほど、よろしくお願い致します。 

学校配当予算について、御意見ありが

とうございます。 

いただいた御意見について、各学校に

おける予算編成の参考とさせていた

だきます。 

８ 方針 方針⑤放課後の子どもの居場所について、地域ボランティアの力について 

放課後子ども教室の運営に関わっています。行政からの依頼で、週 5回開催する

放課後子ども教室の運営について、御

意見ありがとうございます。いただい



4 

ことになっていますが、負担が大きいです。ボランティアなのに週 5回運営「し

なければならない」というのが、なんとも変なかんじがします。 

学童保育所が定員の倍近く受け入れざるを得ない状況を見ても、現役世代の保護

者の共働き率が低学年からとても高いことが分かります。つまり、平日の放課後、

ボランティアをできる人がとても減っているということです。見守りボランティ

アに入ってくれている人は、人手が足りないために週 3、4回と入らないと回せ

ない状況で、抜けるに抜けられない状況です。 

地域の中で市民ボランティアの力はとても重要とは思いますが、行政が期待する

時間帯に、期待する人数の担い手がいるかどうか、またボランティアの在り方と

して適切かどうか、きちんと精査する必要があるのではないでしょうか？ 

た御意見について、今後の放課後子ど

も教室の運営の参考とさせていただ

きます。 

９ 取組の方向性 「自分を表現」する能力を高めることも重要と思いますが、「取組の方向性」の

中にふくまれていますでしょうか？ 

直接的ではございませんが、本大綱で

は、方針①「未来を創造する力の育成」

の中に含まれているという認識です。 

語学力や読解力に加え、論理的に表現

する力を育み、子どもたちが多様な他

者と対話・協働しながら、自分らしく

社会に関わっていくための基盤をつ

くり、こうした資質・能力の育成を通

じて、子どもたちが国際社会の一員と

しての自覚を持ち、未来を切り拓く力

を培う教育を推進します。 

１０ 取組の方向性 「取組の方向性」の順番について。 

子どもが、市立小学校に在籍していて、昨年度途中から不登校状態の、保護者で

す。この子には、発達の特性がありますが、学校生活、学習に対する不安感や、

昨年度の学校の体制に対する納得のいかなさ等を見ていると、「方針 2 自他の人

権を大切にする」「方針 4 安全で安心な学習環境の整備・充実」を、まず重視し

ていただきたいと思います。また、学校へ行けなくなってしまった子たちの「学

びを止めないための環境整備（方針 5）」を、今後ともお願いしたいです。 

我が子の在籍校では、「方針 1 未来を創造する力の育成」が重視されているよう

方針の順番について、便宜上①から⑥

までの番号を付していますが、特に優

先順位という位置付けではありませ

ん。 

方針②、方針④及び方針⑤を整えた上

での方針①であってほしいというこ

とについては、御意見として承りま

す。 
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に感じます。それで、伸びていくお子さんも多いと思いますが、対話重視型・ア

クティブラーニング等と称される授業では、様々な要因で、ついていくのがつら

い子もいます。また、我が子の場合は、登校できていた時、学習内容の共有・発

表や、子ども同士の相互評価の場面で、努力や成長が目立たず、「正当な評価を

されなかった」と自尊感情を損なっていくことも、あったようでした。子どもた

ちの自主性を重んじる授業や学級運営は、それを担当する先生方にも、丁寧な目

配り気配りが求められ、クラスの様子次第では、ご負担が大きくなるのでは、と

推察いたします。先生方のご負担を軽減しながらも、子どもたち一人ひとりに、

丁寧に対応するため、一学級の人数減を目指すことのほか、現場の先生方のフォ

ローやサポートの体制、SSW・SC・教育相談所等の体制についても、充実させて

いただきたいです。 

また、「不登校の子どもとその保護者も、取り残さない」という点でも、市内各

校、取組に差があることも感じています。方針 2、方針 4、方針 5の基盤を、し

っかりと整えた上で、掲げられる「方針 1」であって欲しいと願っています。引

き続き、よろしくお願いいたします。 

１１ 取組の方向性 取り組み②について 

不登校傾向にある児童生徒について 

東京都の事業から始まった校内別室を継続いただきありがとうございます。いく

つもの学校で保護者懇談会を開催いただくなど、保護者との連携が「やっと」で

きるようになりつつあり、感慨深いです。 

しかし、まだ別室が設置されていない学校では、予算 0の中、保護者有志が手弁

当で試行錯誤しています。 

不登校児にとって、学校によって別室が利用できないというのは格差ではないか

という声が上がっています。また、立ち上げることはできても。保護者ボランテ

ィアが手弁当で安定して継続できるような活動ではないことはご理解いただけ

ると思います。 

各校工夫されていて成果も出ているようです。ぜひ市内小中学校全校での別室の

設置を急ぎお願いしたいです。 

不登校傾向児童生徒の学校内別室指

導教室の設置について、御意見ありが

とうございます。 

いただいた御意見について、今後の不

登校に関する施策展開の参考とさせ

ていただきます。 


